
変更申請様式２ 

関西大学（大学院法務研究科）及び関西大学（法学部）の法曹養成連携協定の変更協定 
 
関西大学大学院法務研究科（以下「甲」という。）と関西大学法学部（以下「乙」という。）は、令和２

年１月 30 日付元文科高第 1001 号にて、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（以下

「法」という。）第６条第１項の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定（以下「認定協定」という。）

について、次のとおり、認定協定の内容を変更する協定（以下「本協定」という。）を交わす。 
 
（変更事項） 
第１条 甲と乙は、認定協定を次のとおり変更し、別紙のとおり改める。 

１ 令和８年４月１日より、連携法曹基礎課程（認定協定第２条第２号に規定する連携法曹基礎課程

をいう。以下同じ。）に在籍する学生を対象とした入学者選抜のうち、開放型選抜方式の合否判定

における書類審査方法（査定の対象）について、「出願年度の前年度までの学業（学部）成績（GPA）」

から「出願時点の最新の学業（学部）成績（GPA）」に変更する。 

 
（効力の発生） 
第２条 本協定は、法第７条第１項の規定に基づく文部科学大臣の認定を受けたときに、効力が発生す

るものとする。 
 
本協定を証するため、本書を２通作成し、各当事者の代表者が署名又は電子署名のうえ、各１通を保有

する。 
 
令和８年１月 14 日 

甲                   乙 
   関西大学大学院法務研究科長        関西大学法学部長 

学長（代理人） 多 治 川 卓 朗     学長（代理人） 石 橋 章 市 朗   
 
  



 

＜別紙＞ 

関西大学（大学院法務研究科）及び関西大学（法学部）の法曹養成連携協定 
 

関西大学大学院法務研究科（以下「甲」という。）と関西大学法学部（以下「乙」という。）は、次の

とおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（以下「法」という。）第６条の規定

に基づく法曹養成連携協定（以下「本協定」という。）を交わす。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が連携し、乙における法曹志望者や法律の学修に関心を有する学生に対し

て行う教育と甲の既修者コースの教育課程における教育との円滑な接続を図ることを旨とした、一貫

的に接続する体系的な教育課程を編成することを目的とする。 

 

（法曹養成連携協定の対象） 

第２条 本協定において、法第６条第２項第１号に定める連携法科大学院及び法曹コースは、それぞれ

以下のとおりとする。 

一 連携法科大学院 関西大学大学院法務研究科学則第２条第２項に定める法務研究科法曹養成専攻 

二 連携法曹基礎課程 関西大学法曹コース運用内規（乙における学部内規）に基づき、関西大学学則

第２条に規定する法学部法学政治学科に設置する関西大学法曹コース（以下「本法曹コース」とい

う。） 

 

（法曹コースの教育課程） 

第３条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙１のとおり定める。 

 

（法曹コースの成績評価） 

第４条 乙は、本法曹コースの成績評価基準を別紙２のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うも

のとする。 

２ 乙は、甲が合理的な理由に基づき、本法曹コースに在籍する学生の成績評価結果及び乙に属する学

生の成績に関する情報の提供を求めた場合には、甲に対し当該情報を提供するものとする。 

 

（早期卒業の基準等） 

第５条 乙は、早期卒業制度の要件を別紙３のとおり定め、当該要件に従い卒業認定を行うものとする。 

 

（本法曹コースに在籍する学生に対する学修支援等） 

第６条 乙は、本法曹コースに在籍する学生が、入学後早期の段階から、計画的に甲の教育課程と一貫し

た学修を受けることができるよう、また、前条に定める卒業認定を受けることができるよう適切な学修

支援を行うことを目的として、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。 

 一 別紙１に定める少人数科目の担任者を学習指導教員とすること 

 二 前号の学修指導教員を補佐し、学修その他の就学に関する助言を行う教員として実務経験のある



 

教員を必要に応じて配置すること 

 三 適切な時期に、制度に関する説明会の実施をはじめとする情報提供の機会を設けること 

 四 前三号に関して、第一号に定める学習指導教員以外の教員との面談等の機会を設けるとともに、

その結果を第８条に定める連携協議会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと 

 

（甲の乙に対する協力等） 

第７条 甲は、本法曹コースにおいて、甲における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施さ

れるように、以下の協力を行うものとする。 

 一 甲に在籍する学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースに在籍する学生に対し、甲において開設す

る授業科目を履修する機会を提供すること 

 二 乙の求めに応じ、本法曹コースにおいて開設される授業科目の一部の実施及び第６条に定める学

修支援体制の構築のほか、本法曹コースに在籍する学生の学修支援に関する取組の実施に当り、教員

を派遣すること 

 三 乙における教育の改善・充実のために、共同して改善・充実に向けた活動を行うこと 

 

（連携協議会） 

第８条 甲及び乙は、甲における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策に

ついて継続的に調査研究及び協議を行うために、必要に応じて会議を開催するものとする。 

 

（入学者選抜の方法） 

第９条 甲は、本法曹コースを修了して入学を希望する者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。 

 一 ５年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学

者選抜 

 二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行

う入学者選抜 

２ 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は、別紙４の

とおりとする。 

 

（協定の有効期間） 

第１０条 本協定の有効期間は、２０２０年４月１日から５年間とする。ただし、本協定の有効期間満了

の１年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間

を更に５年間延長して更新することとし、以後も同様とする。 

２ 甲及び乙は、合意により、本協定を廃止することができる。 

 

（協定に違反した場合の措置） 

第１１条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合には、他方当事者に対

し、相当の期間を定めてその改善を申し入れることができる。 

２ 甲又は乙は、他方当事者が前項の申入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、



 

本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申入れを受けた当事者が履行に応じ

ないことに正当な理由がある場合は、この限りでない。 

 

（協定が終了する場合の特則） 

第１２条 第１０条又は前条第２項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲若しくは乙が本

協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲若しくは乙が本協定の廃止を通告した

時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が本法曹コースを修了すると

きに終了するものとする。 

 

（協定に定めのない事項等） 

第１３条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの

及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第８条に規定する連携協議会において協議する。 

 

 本協定は２通作成し、甲及び乙が各１通を保有するものとする。 

 

令和８年１月 14 日 

 

関西大学大学院法務研究科長        関西大学法学部長              

 

    多 治 川 卓 朗              石 橋 章 市 朗     
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